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滋賀県土木交通部道路整備課
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◆滋賀県の道路整備方針
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◆滋賀県の道路整備方針

【改築事業】（９９箇所）
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【交通安全事業（歩道整備、交差点改良）】
（８９箇所）

【街路事業】（１４箇所）

道路整備アクションプログラム2018の概要



◆滋賀県の道路整備方針

【維持管理事業】
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【自転車走行環境整備事業】



◆社会資本整備総合交付金の概要

出典：国土交通省HP「社会資本整備総合交付金の概要」 一部加筆
5

Pa29：地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり



◆社会資本整備総合交付金の概要

■社会資本整備総合交付金を受けるには

※１ 策定主体

※２ 整備計画の目標、評価指標

地方公共団体※１が目標※２や目標実現のための事業※３等を記載し
た『社会資本総合整備計画』を策定し、国に提出。毎年度、交付
金の交付申請を行い、国が地方公共団体に交付金を交付。

※３ 事業
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○重点配分対象事業（国費率５５％）

・通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策に係るもの
・国土強靭化地域計画に基づく事業に係るもの 等

・
・
・

単独の市町や県のみで策定することも、複数の事業主体が
共同で策定することも可。

事業の実施によって実現しようとする整備計画の目標を設定。
整備計画の目標を定量化した評価指標を設定。

複数の事業で整備計画を構成

○その他事業（国費率５０％）
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◆滋賀県の道路事業における交付金の整備計画

：本日審議

交付金名称
計画
番号

計画名称 計画期間

防災・安全交付金 Pa18 子ども達が安心して通える交通安全プログラムに基づく通学路整備 H30～R4

社会資本整備総合交付金 Pa29 地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり H31～R5

防災・安全交付金 Pa37
計画的な修繕および防災対策による
　　　　　　　　　　　　　　　　信頼性の高いみちづくり（法面・舗装・附属物等）

H30～R4

社会資本整備総合交付金
（広域連携）

Pa54
霊峰伊吹山と天下分け目の武将の息吹を感じる、
　　　　　　　岐阜・滋賀周遊観光振興による広域的地域活性化計画

R2～R6

社会資本整備総合交付金
（広域連携）

Pa54
霊峰伊吹山と天下分け目の武将の息吹を感じる、
　　　　　　　岐阜・滋賀周遊観光振興による広域的地域活性化計画（重点③）

R3～R6

社会資本整備総合交付金
（広域連携）

Pa55
海山湖の魅力を地域活動と広域交通網で向上する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福井・滋賀広域観光活性化計画

R2～R6

社会資本整備総合交付金
（広域連携）

Pa56
京奈和自転車道とビワイチを基軸とした
　　　歴史・文化を体感する自転車周遊による広域観光活性化計画（重点③）

R3～R7

社会資本整備総合交付金
（広域連携）

Pa57 鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ　三重・滋賀広域活性化計画 R3～R7

社会資本整備総合交付金
（広域連携）

Pa57 鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ　三重・滋賀広域活性化計画（重点③） R3～R7

防災・安全交付金 Pa77 世界に誇りうる「ビワイチ」の自転車通行空間整備（防災・安全） R2～R6

防災・安全交付金 Pa80 国土強靭化地域計画に基づく災害に強い道づくり（防災・安全） R3～R7

：重点配分対象

令和４年２月時点



◆中間評価の実施

滋賀県公共事業等計画評価実施要綱

第３ 中間評価および事後評価の内容

１ 知事は、次に掲げる事項について中間評価を行うものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業効果の発現状況

(3) 評価指標の目標値の実現状況

２ 知事は、次に掲げる事項について事後評価を行い、今後の方針の案を作成する

ものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業効果の発現状況

(3) 評価指標の目標値の実現状況

(4) 主要な事業に関する次の事項

ア 事業を巡る社会経済情勢等の変化

イ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

ウ コスト縮減および代替案立案等の可能性

エ その他必要と考えられる事項

中間評価にて主要な事業を選定
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◆中間評価について Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

・季節を問わず誰もが安全で安心して利用できる道路空間を確保する。

・地域の交流を支える道路整備により成長基盤の強化を図る。

各市町の拠点間の所要時間合計を16分短縮
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事業数

計画の成果目標（定量的指標）

滋賀県、１８市町事業主体

平成３１年度～令和５年度（５年間）事業期間

目標

１２３事業（県：６４事業、市町５９事業）

※拠点 ： 市役所、駅、IC、市街地 など

※内、除雪にかかる継続中の２１事業（県：１３事業、市町８事業）は、

国の制度見直しに伴い、令和３年度より「防災・安全交付金」へ移行。



◆定量的指標 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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番号 事業箇所 拠点Ａ 拠点Ｂ 短縮時間

A01-015 （一）五番領安井川線・安曇川工区 安曇川支所 高島市役所 ２分

A01-020 （国）４２２号・大石東バイパス工区 石山IC 信楽町
市街地

３分

A01-028 （一）岩室北土山線・岩室工区 甲賀工業団地 甲賀土山IC ３分

A01-034 （一）石原八日市線・綺田工区
日野第二
工業団地

蒲生SIC １分

・
・
・

拠
点
Ａ

拠
点
Ｂ

現道

事業箇所（バイパス）
拠点Ａ～拠点Ｂの
所要時間が短縮

＜イメージ ： バイパスの場合＞

※拠点 ： 市役所、 IC、市街地 など

・
・
・

合計１６分



◆要綱第３-１-(１) 事業の進捗状況 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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対策事業 事業数※

計画期間内

(R5年度末まで)
に完了予定の

事業数(a)

計画中間時点

(R3年度末まで)に
完了した

事業数(b)

進捗率

（b）/（a）
備考

合 計 ９８事業 ２７事業 １２事業 ４４％

（内訳）

県事業 ４９事業 １４事業 ６事業 ４３％

市町事業 ４９事業 １３事業 ６事業 ４６％

※除雪関係２５事業（防災・安全交付金へ移行：２１事業、完了済：４事業）を除く



■路線名（工区名）：五番領安井川線（安曇川工区）

■事業箇所：高島市

■事業延長：Ｌ ＝ １．２ ｋｍ

■事業内容：バイパス整備

■位置図・整備状況：

事業箇所

◆要綱第３-１-(２) 事業効果の発現状況 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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新
橋

4,866台/日
H27センサス(推定値)

出典：国土地理院地図



■路線名（工区名）：五番領安井川線（安曇川工区）

◆要綱第３-１-(２) 事業効果の発現状況 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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安曇川支所

高島市役所

安曇川支所～高島市役所

＜バイパス整備前＞

＜バイパス整備後＞

・移動距離 ： 3.２km
・所要時間 ： ５分

・移動距離 ： 3.4km
・所要時間 ：７分

２分短縮

地域の交流を支える

交通の円滑化に寄与

出典：国土地理院地図



■路線名（工区名）：国道422号（大石東バイパス工区）

■事業箇所：大津市

■事業延長：Ｌ ＝ ２．８ ｋｍ

■事業内容：バイパス整備

■位置図・整備状況：

事業箇所

◆要綱第３-１-(２) 事業効果の発現状況 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

14出典：国土地理院地図



■路線名（工区名）：国道422号（大石東バイパス工区）

◆要綱第３-１-(２) 事業効果の発現状況 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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信楽町市街地
（国道307号との交差点）

石山IC 石山IC～信楽町市街地
（国道307号との交差点）

＜バイパス整備前＞

＜バイパス整備後＞

・移動距離 ： 15.5km
・所要時間 ： 24分

・移動距離 ： 16.9km
・所要時間 ：27分

３分短縮

安全安心に利用できる

道路空間を確保

出典：国土地理院地図 を加工

新名神大津SIC(仮称)

大津JCT(仮称)



各市町の拠点間の所要時間合計を16分短縮

■計画の成果目標（定量的指標）

■算定式

・所要時間合計の短縮（分）＝

（R5末）各市町の拠点間の所要時間合計 － （H31）各市町の拠点間の所要時間合計

◆要綱第３-１-(３) 評価指標の目標値の実現状況 Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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■計画の成果目標の中間目標値および実績値

※中間評価時は、R3とH31を比較
※市町事業含む

当初
（H３１年度）

中間年
（R３年度末）

最終年
（R５年度末）

目標値 - ９ 分 １６ 分

実績値 ０ 分 １０ 分

目標達成。
引き続き、計画最終年に向けて、事業を推進する。



◆主要な事業の選定について Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

①計画最終年度（R５）において事業採択後5年以上を経過した時点で未着工の事業

②計画最終年度（R５）において事業採択後10年以上経過し継続中の事業

要件

※「事業採択」とは国庫補助事業については「国の事業採択通知を受け事業費が
予算化された時点」、単独事業については、「詳細設計に着手した時点」

※「未着工の事業」とは「用地買収手続きと工事のいずれにも着手していない事業」
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要件① ： なし

要件② ： ３事業

「滋賀県公共事業等計画評価実施要綱」より

県が事業主体となって実施する公共事業で



◆主要な事業の選定について Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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「国道３０７号 長野バイパス工区」 を選定

番号 路線名 工区名
全体

事業費
[百万円]

事業
延長
[km]

事業
着手

A01-021 国道307号 長野バイパス 10,000 6.8 平成16年度

A01-023 大津能登川長浜線 安土・能登川 5,000 2.3 平成15年度

A01-024 神郷彦根線 神郷・川原 5,500 2.0 平成24年度

要件② ３事業 一覧



最優先区間
1.7km

◆主要な事業の選定について Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

・滋賀県と京都府、大阪府を結ぶ幹線道路
であり、交通量が多い。
・当該区間は、新名神高速道路「信楽IC」と
「信楽町市街地」を結ぶアクセス道路にも
なっており、観光シーズンは特に渋滞が発
生しやすい状況。

当路線の特徴

事業区間
6.1km

国道３０７号（長野バイパス工区）
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事業箇所

位置図

信楽IC

信楽町市街地

14,616[台/日]

出典：国土地理院地図



用地取得中
整備中
工事完了

最優先区間
1.7km

◆主要な事業の選定について Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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●完了目標年度：令和６年度

国道３０７号（長野バイパス工区）

※整備中：用地取得後～工事中

●整備後断面図

●現地写真

信楽停車場線

信楽駅

→信楽停車場線から国道422号までの区間を最優先区間(1.7km)として設定

→集中的に事業を進めることで、早期の効果発現を図る

出典：国土地理院地図



①事業の進捗状況

計画期間内完了予定の２７事業の内、
令和３年度末時点での完了事業は、１２事業である。

②事業効果の発現状況

国道422号（大石東バイパス工区）の整備により、法面要対策箇所や幅員狭隘区間
を避けることができ、安全安心に利用できる道路空間を確保することができた。

五番領安井川線（安曇川工区）の整備により、地域の交流を支える交通の円滑化を
図ることができた。

③評価指標の目標値の実現状況

所要時間合計の短縮（分）は、中間目標値９分に対して、実績値は１０分であり、
現時点では、目標達成をしている。

④主要な事業の選定

国道307号（長野バイパス工区）を選定。

◆中間評価まとめ Pa２９
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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